
群馬労働局の取組 トピックス
（両立支援等助成金のご案内）

（特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律）

（新型コロナウイルス感染症に係る労災保険請求における臨時的な取扱いの廃止）

発信者 雇用環境・均等室

〇群馬労働局の取組をトピックスで紹介します。お役立ち情報を載せていますので、ぜひ貴法人・機関、会員の
皆様にもご活用いただけるようお願いいたします。この情報は群馬労働局HP（新着情報）にも掲載しています。

〇ご不明な点は、雇用環境・均等室までお問い合わせください。（027-896-4739）

雇用環境・均等室

① 2023年度 両立支援等助成金のご案内

職業生活と家庭生活の両立支援や女性の活躍推進に取り組む事業主を支援する
制度です。優秀な人材を確保・定着させるために、ぜひこの助成金をご活用ください。

①出生時両立支援ｺｰｽ
（子育てパパ支援助成金）

中小企業のみ

②介護離職防止支援ｺｰｽ

③育児休業等支援ｺｰｽ

男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整
備や業務体制整備を行った上で、男性労働者が子の
出生後８週間以内に開始する育児休業を取得した
場合、男性の育児休業取得率が上昇した場合に助
成するものです。

「介護支援プラン」を策定の上、プランに基づき労働者
の円滑な介護休業の取得・復帰に取り組んだ場合、
就業と介護の両立に資する制度を導入し利用者が生
じた場合等に助成するものです。

中小企業のみ

「育休復帰支援プラン」を策定の上、育児
休業の円滑な取得・職場復帰の取組を
行った場合、育児休業中の業務代替体
制の整備を行った場合、職場復帰後の労
働者への支援等の取組を行った場合等に
助成するものです。

中小企業のみ

中小企業のみ

支給額

第１種
２０万円
代替要員加算 ２０万円
（代替要員を３人以上確保した場合には４５万円）

第２種
１事業年度以内に３０％以上上昇した場合：６０万円
２事業年度以内に３０％以上上昇した場合：４０万円
３事業年度以内に３０％以上上昇した場合：２０万円

支給額

Ａ 介護休業

１ 休業取得時：３０万円
２ 職場復帰時：３０万円
業務代替支援加算（２に加算）

新規雇用 ：２０万円
手当支給等： ５万円

Ｂ 介護両立支援制度 ３０万円

個別周知・環境整備加算
（Ａの１またはＢに加算） １５万円

支給額 加算時

Ａ 育休取得時 ３０万円 ー

育児休
業等に関
する情報
公表加
算

２万円

Ｂ 職場復帰時 ３０万円 ー

Ｃ 業務代替支援 ・新規雇用 ：５０万円
・手当支給等：１０万円

有期雇用
労働者加算
１０万円

Ｄ 職場復帰後支援 ・制度導入時：３０万円
・制度利用時
(1)子の看護休暇制度
休暇取得者が取得した休暇１時間当
たり1,000円に取得時間を乗じた額
(2)保育サービス費用補助制度
事業主が負担した費用の３分の２の額

ー

〇新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染症対応特例あり

〇新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染症対応特例あり 中小・大企業

※この他、新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染症に関する母性健康管理措置に
よる休暇取得支援ｺｰｽ、不妊治療両立支援ｺｰｽがございます。
詳細については厚生労働省のホームページをご参照ください。
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② 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律

フリーランスについては、「新しい
資本主義のグランドデザイン及び実行
計画」（令和４年６月７日）において、
取引適正化のための法制度について検
討し、国会に提出することとされまし
た。
これを受け、内閣官房を中心に、公

正取引委員会、経済産業省、中小企業
庁、厚生労働省で検討を行い、令和５
年２月24日に「特定受託事業者に係
る取引の適正化等に関する法律」（フ
リーランス・事業者間取引適正化等
法）（令和５年度法律第25号。以下
｢法｣という。）が第211回国会に提出
され、４月28日に可決成立し、５月
12日に公布されました。
法は、公布の日から起算して１年６

か月を超えない範囲内において政令で
定める日に施行することとされており、
個人で働くフリーランスに業務委託を
行う発注事業者に対し、業務委託をし
た際の取引条件の明示、給付を受領し
た日から原則60日以内での報酬支払、
ハラスメント対策のための体制整備等
が義務付けられることとなります。
法の内容については、以下のＱＲ

コードからご確認ください。
（厚生労働省ホームページ）



＜群馬労働局の取組 トピックスコーナー＞

https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-
roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/topics.html

トピックスのバックナンバー
はHPを見てね！

雇用環境・均等室

③ 新型コロナウイルス感染症に係る労災保険請求における臨時的な取扱いの廃止

新型コロナウイルス感染症が、『感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す
る法律（平成 10 年法律第 114 号。以下「感染症法」という。）』の５類感染症に位置付
けられたことを踏まえ、下記の通り一部取り扱いが変わりますので、ご留意ください。

令和５年５月８日以降に陽性が確認された方は、
発熱外来に限られていたコロナ患者受け入れ医療機関の制限がなくなり、幅広く一般の
医療機関で外来・入院措置を受けることができることから、休業補償給付支給請求書に
ついて、原則として医師による診療担当者の証明が必要となります。

令和５年５月７日以前に陽性が確認された方は、
医療機関を受診せず自宅療養を行った場合、診療担当者の証明に代えて、PCR・抗原検査
や薬事承認された抗原検査キットで陽性結果を確認できる書類（陽性結果通知書等）、
または、My HER-SYS により電磁的に発行された証明書等を添付することで差し支えあり
ません。

この件に関しご不明な点は、最寄り又は請求しようとする監督署、群馬労働局労働基
準部労災補償課へお問い合わせください。

群馬労働局労働基準部労災補償課
☎０２７－８９６－４７３８


